
本部町個人情報ファイル簿 4 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

住民記録システム

本部町長

地方公共団体情報システム機構、システム保守業者

名称 住民課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の記録及び管理を行うため

記録情報の収集方法
本人等からの住民異動届、戸籍届、住民基本台帳に基づく他市
町村からの通知

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含まない

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
住民基本台帳法（昭和42 年法律第81 号）第14 条第２項に基
づく申出

個人情報ファイルの種別

記録項目

1.氏名 2.続柄 3.生年月日 4.性別 5.住民年月日 6.住民区分 7.住民届
出日 8.現住所 9.世帯主 10.住定事由 11.住定年月日 12.住定届出日 
13.本籍 14.筆頭者 15.異動前住所 16.異動前世帯主 17.転入前住所 18.
転入前世帯主 19.転出先住所 20.転出先世帯主 21.記載事由 22.消除事
由 23.記載年月日 24.記載届出日 25.消除事由 26.消除日 27.消除届出
日 28.個人番号カード 29.住基カード 30.広域交付 31.抑止状態 32.個
人番号 33.世帯番号 34.統一個人番号 35.住民票コード 36.国籍等 
37.30条45規定 38.在留カード等 39.在留資格 40.在留期間等 41.満了日 



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 2

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

住民記録システム

本部町長

地方公共団体情報システム機構、システム保守業者

名称 住民課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の記録及び管理を行うため

記録情報の収集方法
本人等からの住民異動届、戸籍届、住民基本台帳に基づく他市
町村からの通知

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含まない

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
住民基本台帳法（昭和42 年法律第81 号）第14 条第２項に基
づく申出

個人情報ファイルの種別

記録項目

1.氏名 2.続柄 3.生年月日 4.性別 5.住民年月日 6.住民区分 7.住民届
出日 8.現住所 9.世帯主 10.住定事由 11.住定年月日 12.住定届出日 
13.本籍 14.筆頭者 15.異動前住所 16.異動前世帯主 17.転入前住所 18.
転入前世帯主 19.転出先住所 20.転出先世帯主 21.記載事由 22.消除事
由 23.記載年月日 24.記載届出日 25.実定日 26.通知日 27.住民票コー
ド 28.国籍等 29.30条45規定 30.在留カード等 31.在留資格 32.在留期
間等 33.満了日



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 3

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

印鑑登録システム

本部町長

システム保守業者

名称 住民課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的
本部町印鑑登録及び証明に関する条例に基づく印鑑登録・証明発行を行うた
め

記録情報の収集方法 本人からの申出

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含まない。

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-

個人情報ファイルの種別

記録項目
1氏名、2生年月日、3性別、4印鑑登録番号、5登録年月日、6除印年月日、7
印影、8申請日、9回答期限日、10廃止事由、11再交付年月日



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 4

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

個人住民税システム

本部町長

国税事務所、基幹系業務システムの環境提供及び保守業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的 住民税の賦課に関する事務

記録情報の収集方法 確定申告書、住民税申告書、給与報告書、異動等届出書

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、６異動日、７届出日、
８収入情報、９控除情報、１０課税額、１１勤務先情報、１２収納状況、１
３扶養者情報、１４口座情報、１５異動事由、１６送付先情報



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 5

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

固定資産税課税システム

本部町長

法務局、県税事務所、基幹系業務システムの環境提供及び保守業者、
地図情報更新業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務

記録情報の収集方法 法務局からの通知、実地調査、申請書

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含まない

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

１住所、２氏名、３税額、４棟数、５筆数、６家屋の所在地、７種別、８用
途、９構造、１０屋根、１１階数、１２登記区分、１３非課税区分、１４軽
減区分、１５建築年月日、１６評価額、１７床面積（登記・現況）、１８課
税標準額、１９持分割合、２０土地の所在地、２１地目（登記・現況）、２
２住宅用地（戸数・比率・小規模等）、２３負担調整率、２４生年月日、２
５性別、２６移動情報、２７電話番号、２８納管人情報、２９相続人代表者
情報、３０送付先住所、３１移動履歴、３２家屋再建築費、３３償却資産取
得額、３４取得年月日



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 6

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

軽自動車税課税情報ファイル

本部町長

基幹系業務システムの環境提供及び保守業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の課税に利用する。

記録情報の収集方法 本人、軽自動車協会、軽自動車検査協会

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５取得日、６移動日、７届出
日、８廃車美、９車種、１０、課税区分、１１所有形態、１２主たる定置
場、１３車名、１４型式及び年式、１５車台番号、１６総排気量、１７初年
度検査年月日、１８燃料種類、１９標識番号、２０税額、２１収納状況、２
２口座情報、２３送付先等



本部町個人情報ファイル簿 4 ー 7

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

収納・滞納管理システム

本部町長

官公署等、基幹系業務ｼｽﾃﾑの環境提供及び保守を行う業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

住民課

個人情報ファイルの利用目的
町税徴収に関する事務を行うにあたり、納税義務者等の情報管理及び滞納処
分を行うため

記録情報の収集方法 本人、官公署等

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

１.氏名、２.生年月日、３.住所、４.異動事由、５.電話番号
６.口座、７.納管人、８.送付先、９.経過記録、１０.納付義務承継
１１.納付書、１２.分納計画、１３.財産情報、１４.滞納明細書、
１５.納付猶予、１６.滞納処分、１７.滞納カード、１８.証券受託、
１９.公売換価、２０.催告書、２１.延滞金減免、２２.執行停止、
２３.照会書、２４.不納欠損、２５.公示送達書、２６.宛名照会、
２７.関連者、２８.滞納者情報、２９.賦課年度、３０.科目、
３１.対象年度、３２.通知書番号、３３.未納額、３４.滞納額、
３５.還付未済額、３６.延滞金未納額、３７.督促料未納額、
３８.発送履歴、３９.返戻公示、４０.特徴事業所、
４１.法人未調定、４２.一括停止４３.納税証明書、４４.更正履歴、４５.納付
履歴、４６.還付履歴、４７.納税額



本部町個人情報ファイル簿 6 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

国民年金システム

本部町長

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

福祉課 高齢者福祉班

個人情報ファイルの利用目的 国民年金に関する事務を行うため

記録情報の収集方法 各種届出書（資格取得、免除等）、社会保険事務所から提供された資料

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
1.基礎年金番号 2.氏名 3.住所 4.生年月日 5.電話番号 6.年金異動履歴 
7.免除・猶予履歴 8.進達日 9.異動事由 10.世帯状況



本部町個人情報ファイル簿 6 ー 2

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

介護保険システム

本部町長

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

福祉課 高齢者福祉班

個人情報ファイルの利用目的
介護保険法に基づく介護保険資格、介護認定、給付実績、保険料賦課・収
納、宛名管理に係る業務を行うため。

記録情報の収集方法
本人及び介護保険事業者等からの各種申請届出
住民基本台帳システム及び住民税課税台帳システムとの情報連携

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

1被保険者氏名、2性別、3生年月日、4住所、5被保険者番号、6被保険者資
格取得・喪失日、7要支援・要介護区分、8申請日、9認定日、10有効期間な
どの認定情報、11訪問調査、12主治医意見書の進捗状況、13審査情報、14
所得状況、15世帯構成、16非課税年金情報、17生活保護情報、18老齢福祉
情報、19第2号医療情報、20施設入退情報、21居宅計画情報、22資格状況、
23事業対象者情報、24介護サービス給付実績、25高額介護サービス費情報、
26償還払い情報、27介護保険料賦課・収納状況、28送付先情報、29被保険
者証等交付状況



本部町個人情報ファイル簿 7 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

子育て支援システム

本部町長

民営保育施設（1～7,14）

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

子育て支援課

個人情報ファイルの利用目的 保育所入所申込、入所選考及び保育料を算定するため

記録情報の収集方法
保育所入所等申込兼支給認定申請書、現況届、変更認定申請、口座振替依頼
書、就労・自営業証明書、住民記録台帳システム

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

有

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
1.氏名、2.住所、3.年齢、4.性別、5.生年月日、6.電話番号、7.続柄、8.個人
番号、9.職業、10.勤務先・通学先、11.家庭状況、12.収入、13.振込口座情
報、14.課税状況、15.健康状態、16.障害、17児童手当支給状況



本部町個人情報ファイル簿 7 ー 2

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

健康かるて

本部町長

健康管理システムの環境提供及び保守業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

子育て支援課

個人情報ファイルの利用目的
 母子保健事業、予防接種事業を行うにあたり乳幼児健康診査結果、予防接
種歴などの情報を管理、予診票の出力などを行う

記録情報の収集方法 住民課(住民基本台帳システム)、本人、医療機関

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 健診受診日、5 受診医療機関、6 健診結果、
7 予防接種実施日、8 予防接種種類、9 ロット番号、10 予防接種医療機関、
11 親子健康手帳番号、12 口座情報



本部町個人情報ファイル簿 7 ー 3

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

乳幼児医療（こども医療費助成）

本部町長

沖縄県国民健康保険団体連合会

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

子育て支援課

個人情報ファイルの利用目的 こども医療費助成の登録、支給を行うため。

記録情報の収集方法 本人から提出された届出書

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

有

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
1.氏名、2.生年月日、5.性別、6.住所、7.電話番号、8.口座、9.保護者氏名、
10.保護者生年月日、11.被保険者氏名、12.保険者番号、13.保険者名称、14.
保険者住所、15.保険種別



本部町個人情報ファイル簿 8 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

国民健康保険業務ファイル

本部町

他市町村、沖縄県国保連合会、医療機関など

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

健康づくり推進課

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険事業に係る事務を行うため

記録情報の収集方法
本人及び家族からの届出、他市町村からの通知、国保連からの情報提供、職
員による調査など

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

有・無

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-

※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

（被保険者資格情報）
1.氏名、2.性別、3.生年月日、4.住所、5.世帯構成員、6.宛名番号
7.被保険者番号、8.被保険者資格の取得・喪失日・理由
9.生活保護受給開始日・廃止日・理由
10.後期高齢者医療制度で必要な個人及び世帯の所得状況
11.公示送達の有無、12.老齢福祉年金受給状況
13.後期高齢者医療制度に関する書類の送付先及び届出年月日・届出者氏名
14.転入前住所・転出先住所、15.被保険者証等交付状況
16.適用除外情報、17.特例（マル学）情報、18.家庭情報、19.個人番号
（被保険者給付情報）
20.口座情報
（被保険者保険料情報）
21.賦課情報、22.年金からの保険料天引き（特別徴収）情報
23.普通徴収（口座振替含む）情報、24.保険料減免の事由及び減免額
25.収納状況、26.滞納状況



本部町個人情報ファイル簿 8 ー 2

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

国保データベース（KDB）システムファイル

本部町

本人、他市町村、沖縄県国保連合会、医療機関など

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

健康づくり推進課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険事業及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る
事務を行うため

記録情報の収集方法
本人及び家族からの届出、他市町村からの通知、医療機関・国保連からのレ
セプトデータ情報など

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

有・無

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

（被保険者資格情報）
1.氏名、2.性別、3.年齢、4.生年月日、5.住所、6.被保険者番号
7.被保険者資格喪失年月日、8.異動年月日
9.健診（特定健診・長寿健診）結果データ、10.レセプト、11.介護データ



本部町個人情報ファイル簿 8 ー 3

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

後期高齢者医療システムファイル

本部町

他市町村、沖縄県、沖縄県後期高齢者医療広域連合、日本年金機構など

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

健康づくり推進課

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療制度に係る事務を行うため

記録情報の収集方法
本人及び家族からの届出、他市町村からの通知、国保連・広域連合からの情
報提供、職員による調査など

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

有・無

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-

※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目

（被保険者資格情報）
1.氏名、2.性別、3.生年月日、4.住所、5.世帯構成員、6.宛名番号
7.被保険者番号、8.被保険者資格の取得・喪失日・理由
9.生活保護受給開始日・廃止日・理由
10.後期高齢者医療制度で必要な個人及び世帯の所得状況
11.公示送達の有無、12.老齢福祉年金受給状況
13.後期高齢者医療制度に関する書類の送付先及び届出年月日・届出者氏名
14.転入前住所・転出先住所、15.被保険者証等交付状況
16.適用除外情報、17.レセプト、18.個人番号
（被保険者給付情報）
19.高額療養費・療養費等、20.口座情報
（被保険者保険料情報）
21.賦課情報、22.年金からの保険料天引き（特別徴収）情報
23.普通徴収（口座振替含む）情報、24.保険料減免の事由及び減免額
25.収納状況、26.滞納状況



本部町個人情報ファイル簿 13 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

本部町水道調定システム

本部町長

調定システムの環境提供及び保守業者

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

上下水道課

個人情報ファイルの利用目的 上下水道の管理・徴収業務を行う

記録情報の収集方法 本人等からの届出、職員による実地調査など

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

 有 ・ 無

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.水栓番号、5.異動日、6.下水道加入日
7.メーター番号、8.用途、9.郵送先、10.口座情報、11.水道・下水道料金
12.収納状況、13.検針情報、14.納付書発行履歴



本部町個人情報ファイル簿 15 ー 1

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

学齢簿

本部町教育委員会

ー

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

教育委員会 事務局

個人情報ファイルの利用目的 小学校及び中学校の適正な就学を図るため

記録情報の収集方法 住民課（住民基本台帳システム）、児童・生徒の保護者

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目
１氏名 ２生年月日 ３性別 ４住所 ５保護者氏名 ６保護者住所 ７保
護者との続柄 ８就学校 ９学年 １０学級種 １１入学・転入日 １２転
学・退学・卒業日 １３異動事項 １４指定校変更 １５区域外就学



本部町個人情報ファイル簿 15 ー 2

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

記録情報の経常的提供先

備 考

整理番号

教科用図書給与児童・生徒名簿

本部町教育委員会

沖縄県

名称 総務課（本部町役場内）

所在地 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

法第60条第2項第1号(電子処理ファイル)

法第60条第2項第2号(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

教育委員会 事務局

個人情報ファイルの利用目的 義務教育教科書無償給与事務

記録情報の収集方法 学校から収集

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

他の法律又はこれに基づく命令の規定
による訂正又は利用停止の制度

-
※有の場合法令名及び該当条を記入

個人情報ファイルの種別

記録項目 １ 児童生徒の氏名 ２ 在籍校・学年・学級名


